
神戸市地域活動支援センター（センター型）事業補助金要綱 

令和５年４月１日 

福祉局長決定 

（目的） 

第１条 この要綱は、神戸市地域活動支援センター（センター型）事業実施要綱（平成18年９月29日

保健福祉局長決定。以下「実施要綱」という。）第24条に基づき、当該事業の経費の一部を補助する

ことに関して、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）、神

戸市補助金等の交付に関する規則（平成27年３月神戸市規則第38号。以下「補助金規則」という。）

に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象事業者） 

第２条 補助の対象となる事業者は、実施要綱第11条第３項の規定により、市長があらかじめ認定し

た法人とする。 

 

（対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業者が当該年度内に実施する実施要綱

第５条に規定する地域活動支援センター（センター型）事業に要する経費とする。 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、年額12,000,000円を上限とし、第３条に定める補助対象経費の実支出額から

利用料収入及び寄附金その他の収入額を控除した額とする。ただし、その額に千円未満の端数があ

る場合は、これを切り捨てるものとする。 

 
（交付申請及び交付決定） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者は、当該年度の４月30日までに市長に対して地域活動支

援センター（センター型）事業補助金交付申請書（様式第１号）を提出しなければならない。 

２ 市長は、補助金規則第６条第１項による交付決定を行う場合には、地域活動支援センター（セン

ター型）事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金規則第６条第３項による補助金の交付が不適当である旨の通知を行うときには、

地域活動支援センター（センター型）事業補助金不交付通知書（様式第３号）により申請者に通知

するものとする。 

 

（補助金の概算払請求） 

第６条 補助金は、前条第２項による交付決定後、概算払をすることができる。 

２ 前条第２項の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）は、前項の規定による補助

金の概算払を受けようとするときは、市長に対し、地域活動支援センター（センター型）事業補助

金概算払請求書（様式第４号）を提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による請求内容が適当と認めるときは、補助事業者に対し、概算払で補助金



を交付するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第７条 補助事業者は、補助金規則第７条第１項第１号に掲げる承認を受けようとする場合は、地域

活動支援センター（センター型）事業補助金変更承認申請書（様式第１号の２）を、同項第２号に

掲げる承認を受けようとするときは地域活動支援センター（センター型）事業補助金中止（廃止）

申請書（様式第１号の３）を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当

と認めたときは、地域活動支援センター（センター型）事業補助金交付決定変更通知書（様式第２

号の２）又は地域活動支援センター（センター型）事業補助金中止（廃止）承認通知書（様式第２

号の３）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第８条 補助事業者は、補助金規則第15条に基づき補助事業の実績を報告しようとするときは、事業

の完了後、交付決定が行われた年度の翌年度の４月末日までに地域活動支援センター（センター型）

事業補助金実績報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

 

（交付額の確定及び精算） 

第９条 市長は、補助金規則第16条による交付額の確定を行ったときは、地域活動支援センター（セ

ンター型）事業補助金額確定通知書（様式第６号）により、速やかに補助対象事業者に通知するも

のとする。ただし、確定した給付金の交付額が、交付の決定における交付予定額と同額である場合

は、通知を省略することができる。 

２ 市長は、交付額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、

その超える部分につき期限を定めて返還を命じるものとする。 

３ 補助事業者は、市長から前項の請求があったときには、期限内に市長の指定する方法で精算しな

ければならない。 

 

（補助金の取消し） 

第10条 市長は、補助金規則第19条による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速

やかに、その旨を地域活動支援センター（センター型）事業補助金交付決定取消通知書（様式第７

号）により当該補助金対象事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付している

ときは、期限を定めて返還させるものとする。 

 

（関係書類の保管） 

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整え事業完

了後５年間保管しなければならない。 

 



（処分期間の制限） 

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けない

で、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならな

い。 

 

（細則） 

第13条 この要綱に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉局長が別に定める。 

 
（附則） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


